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平成２７年度 社会教育事業の現状について 

 

 

１ 平成２７年度社会教育施策の状況について 
 
２ 全国公民館研究集会 in鳥取について 

 
３ その他 

 
 

 

  



１ 平成２７年度社会教育施策の状況について 

 
 平成２７年７月２日に開催した、平成２７年度第１回米子市社会教育委員の

会では、「平成２７年度社会教育施策について」という表題で、教育委員会各

課担当者から今年度事業の概要を説明し、意見交換・質疑応答を行いました。 
 各課の施策実施状況については、概ね以下のような状況です。 

 
【 生涯学習課 】 
多様な学習機会を提供する「米子人生大学」（全１１講座）、家庭教育・子育

て支援を目的とした「タムタムスクール」（全１０講座）を開催しました。 
年度内には、「米子人生大学特別講座」と「米子アカデミー」を開催する予

定です。 
地区公民館においては、公民館大学、学習講座を実施。また、公民館祭、運

動会、夏祭りなども各地域を巻き込んでの事業として実施しました。 

 
【 文 化 課 】 
 新米子市誕生１０周年記念事業として、美術館事業では「安野光雅の世界展」

（会期：４月２５日から５月３１日）、「篠山紀信 写真力展」（会期：７月１１

日から８月２３日）を実施。その他の施設では、文化ホールで「まちなか音楽

祭」、公会堂でテレビ番組の公開収録などが行われました。山陰歴史館において

も、旧淀江町を中心に、米子市の歴史に関する写真展を実施しました。 
 その他の事業として、毎年恒例の「米子盆踊り大会」なども開催しています。 
 また、旧淀江町における昭和５８年前後から合併までの約２０年間の記録を

まとめる淀江町誌続編の編さんも始まり、編さん委員会が淀江支所内に開所さ

れました。 

 
【 体 育 課 】 
 年齢や性別、障がいの有無などを問わず、広く市民がスポーツに参画できる

よう、小学生スポーツ大会、少年スポーツ教室や親子体力づくり大会、市民体

育祭などの各種大会、教室を開催しました。 
 また、今年度のみの事業として、米子市営東山水泳場と皆生の県営米子屋内

プールの施設移管を行いました。 

 
 
 
 



【 人権政策課 】 
 小中学校における人権教育研究指定校事業、成人を対象とした人権教育地域

懇談会、企業内研修の支援など、対象や方法は様々ですが、市民に対し、人権

に関する様々な講演会や学習講座、意見交換の場を提供し、人権尊重のための

市民意識の高揚に務めてきました。 
 １月２８日には、米子コンベンションセンターにて「第４１回米子市人権・

同和教育研究集会」を開催します。 

 
【 男女共同参画推進課 】 
 すべての人が一人のかけがえのない人間として尊重され、充実した生活を送

ることができる男女共同参画社会の実現を目指し、様々な方法で啓発活動を行

いました。 
３月には「第１２回かぷりあ祭」を開催予定です。 

 
【その他・共通事項】 
 各課とも、担当する施設管理を継続的に行っています。 

 
例）生涯学習課 → 公民館、図書館、児童文化センター など 
  文 化 課 → 美術館、米子市文化ホール、山陰歴史館 など 
  体 育 課 → 地区体育館、皆生市民プール など 
  人権政策課 → 隣保館 など 
  男女共同参画推進課 → 男女共同参画センター（かぷりあ） など 

  



２ 全国公民館研究集会 in鳥取について 
 
「第３７回 全国公民館研究集会 in鳥取」 
（兼 第３８回中国・四国地区公民館研究集会、鳥取県社会教育振興大会） 

 
期 日  平成２７年１０月１５日 全体会 

１６日 分科会 
会 場  鳥取県鳥取市 とりぎん文化会館 ほか 

 
 「未来を拓く公民館力～人が輝き 地域がきらめく～」をテーマに、全国各

地から社会教育関係者約２千人が参加し、開催されました。 
 １日目の全体会では、記念講演とパネルディスカッションが行われました。

「これからの公民館のあり方」というテーマで行われたこのパネルディスカッ

ションでは、３件の実践発表をもとに発表者、パネリストが討議するものでし

たが、現代社会が、人と関わらなくても生活できるシステムを築き上げてきた

ことに警鐘を鳴らすような内容でした。そうした社会が形成されたことの影響

が様々な形で表面化しているなかで、公民館や地域が果たす役割とは何か、と

いう点が議論されました。 
 また、今後の公民館活動を考える際に、ＥＳＤ（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏ

ｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ・持続可能な開発のた

めの教育）という概念がキーワードとして扱われていました。 
２日目の分科会は、５会場に分かれて、社会教育の中核的施設である公民館

を拠点とした様々な活動が発表されました。 

  



３ その他 
「米子市社会教育委員、米子市公民館運営審議会委員の任命について」 

 
１ 経過及び現状 
 社会教育法に基づき、両会の委員は「米子市社会教育委員に関する条例」及

び「米子市公民館条例」によってその設置が規定されています。 
平成１７年の旧米子市・旧淀江町の合併前から、両市町では公民館運営審議

会を設置していましたが、運営・設置形体などが大きく異なっており、合併後、

米子市中央公民館に公民館運営審議会が置かれることになった際、当面の措置

として委員は新米子市の社会教育委員が兼ねることとし、その後必要に応じて

組織を再編していくこととされました。当初、合併後の新米子市における生涯

学習活動全般に対する幅広い分野からの助言、指導が期待されていました。 
２ 問題点 
 現在に至るまで、両会の生涯学習活動全般に対する幅広い分野からの助言、

指導の実績は大きく、会のなかでも、多方面からの意見、考えが検討されるこ

とに疑いの余地はありませんが、テーマや議題がまとまりにくく、結果として

より深い部分までの議論となりにくい面がある、とも言えるのではないでしょ

うか。 
 また、本来両会は米子市の社会教育全般を扱う社会教育委員の会、公民館に

関する案件を扱う公民館運営審議会と、それぞれが独立した別の組織であり、

会としての任務、求められるものも異なるはずですが、委員が併任となってい

るため、実質的に議論のテーマが毎回似通ったものとなってしまう、というこ

ともあると思います。 
３ 変更内容 
 両会の果たすべき役割、職務を改めて考慮し、委員の併任を取り止め、また、

より専門的な議論が行われることを目的として委員数をそれぞれ８～１０名程

度へと減らすことを検討しています。 
 両会の委員の任期は、平成２８年１月末までであり、新委員へと改選する際

に人選及び調整を行う予定です。 
４ 見込まれる効果 
 併任でなくなることで、それぞれの委員が各分野においてさらに明確で的を

絞った研究活動や意見交換を行うことが可能となり、そこで出された意見を当

市の社会教育施策に反映させることで、より効果的な事業を実施することが期

待されます。 

 
参考資料：社会教育法 米子市社会教育委員に関する条例 米子市公民館条例 



社会教育法  （抜粋） 
（昭和２４年６月１０日法律第２０７号） 

最終改正：平成２７年６月２４日法律第４６号 
（社会教育委員の設置）  
第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  
２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。  
（削除）  
第十六条  削除  
（社会教育委員の職務）  
第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の
職務を行う。  
一  社会教育に関する諸計画を立案すること。  
二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意
見を述べること。  
三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。  
２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べ
ることができる。  
３  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少
年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者そ

の他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。  
（社会教育委員の委嘱の基準等）  
第十八条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関
し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社

会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌する

ものとする。  

 
（公民館運営審議会）  
第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。  
２  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企
画実施につき調査審議するものとする。  
第三十条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、
当該市町村の教育委員会が委嘱する。  
２  前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公
民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合

において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌

するものとする。  



米子市社会教育委員に関する条例 
平成１７年３月３１日条例第６９号改正 

平成２６年３月２７日条例第４号 

 
（設置） 
第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定に基

づき、本市に米子市社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 
（委嘱の基準） 
第２条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 
(１) 学校教育及び社会教育の関係者 
(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 
(３) 学識経験のある者 
(４) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 
（定数） 
第３条 委員の定数は、２５人とする。 
（任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
（委任） 
第５条 この条例及び他の条例に定めがあるもののほか、委員に関し必要な事

項は、教育委員会が定める。 
附 則 
この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 
附 則（平成２６年３月２７日条例第４号） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２５年法律第４４号）第

１５条の規定による改正前の社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１

５条第２項に規定する者であるとして米子市社会教育委員に委嘱されている

者は、この条例による改正後の米子市社会教育委員に関する条例第２条各号

に掲げる者に該当する者として委嘱されたものとみなす。 

 
 



米子市公民館条例 （抜粋） 
平成１７年３月３１日条例第７０号改正 
平成１９年３月２８日条例第１０号 
平成２４年３月２８日条例第３号 
平成２４年３月２８日条例第１０号 
平成２５年１２月２５日条例第３８号 

 
（趣旨） 
第１条 この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」と

いう。）の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項その他公民館の

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
第１６条 法第２９条第１項の規定により、米子市中央公民館に、米子市公民

館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 
（公民館運営審議会の組織） 
第１７条 審議会の委員（以下単に「委員」という。）は、次に掲げる者のうち

から、教育委員会が委嘱する。 
(１) 学校教育及び社会教育の関係者 
(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 
(３) 学識経験のある者 
２ 委員の定数は、２０人とする。 
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 

 
（公民館運営審議会の会長及び副会長） 
第１８条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選により選任する。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 
（公民館運営審議会の会議） 
第１９条 審議会の会議（以下単に「会議」という。）は、会長が招集し、会長

が議長となる。 
２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、教育委員会が招



集する。 
３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 
６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

 
（公民館運営審議会による意見の聴取等） 
第２０条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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